
○
内
閣
府
令
第
六
号

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号

）
の
施
行
に
伴
い
、
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
保
留
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

（
免
許
の
保
留
に
係
る
適
性
検
査
の
受
検
等
命
令
）

第
十
八
条
の
四

［
略
］

第
十
八
条
の
四

［
同
上
］

２

法
第
九
十
条
第
八
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者

２

法
第
九
十
条
第
八
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
要
件
は
、
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者

の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に

の
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
事
由
に
係
る
主
治
の
医
師
（
同
条
第
一
項
第
一
号
の
二
に

該
当
し
て
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

該
当
し
て
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律

第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
認
知
症
（
以
下
単
に
「
認
知

第
百
二
十
三
号
）
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
認
知
症
（
以
下
単
に
「
認
知
症
」
と

症
」
と
い
う
。
）
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
医
師
又
は
当
該
事
由
に
係
る

い
う
。
）
に
関
し
専
門
的
な
知
識
を
有
す
る
医
師
又
は
当
該
事
由
に
係
る
主
治
の

主
治
の
医
師
）
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か

医
師
）
が
作
成
し
た
診
断
書
で
あ
つ
て
、
法
第
九
十
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
二

ら
第
二
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の

号
ま
で
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
（

意
見
（
同
項
第
一
号
の
二
に
該
当
し
て
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
診

同
項
第
一
号
の
二
に
該
当
し
て
免
許
を
保
留
さ
れ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
診
断
に
係

断
に
係
る
検
査
の
結
果
及
び
認
知
症
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に

る
検
査
の
結
果
及
び
認
知
症
に
該
当
し
な
い
と
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る

関
す
る
当
該
医
師
の
意
見
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

当
該
医
師
の
意
見
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
府
令
は
、
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
強
化
の
た
め
の
介
護
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
施

行
す
る
。


